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第２章 液状化に対する戸建て住宅の性能評価 

 

2.1 概要 

本研究の目的である宅地の合理的な液状化対策の設計法を確立するために、住宅の性能

を適切に評価し、住宅の沈下傾斜が住宅躯体に支障をもたらさない変形量（又は変形角）

の許容値を明らかにし、戸建て住宅の液状化対策の適切なクライテリアを抽出することを

目的とする。 
本研究では、①法・基準類の調査、②既往研究の調査、③東日本大震災および近年の地

震で液状化により被災した戸建住宅の沈下による傾斜角を調査した。 

①では、液状化に関する取扱いや設計に用いる許容値などを、②では、被災調査からま

とめられた傾斜や沈下が建物に影響する程度や健康被害の程度を、③では、生活に支障を

及ぼす傾斜角を決定するために、沈下修復された、又は、沈下修復する住宅の最大傾斜角

を調査した。 

液状化の発生による住宅の被害は、躯体の損傷や図に示す変形角を伴うような躯体の変

形が極めて少なく、一体傾斜によるものが多いため、最大傾斜角について調査研究を行な

った。 

 

 

 

 

 
図 2.1.1 沈下傾斜の形状分類 1) 
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2.2 戸建て住宅のクライテリアに関する調査 

2.2.1 関連する法・基準類の調査 

 建築基準法は、人命を守ることを主な目的で作られており、液状化については、構造上

の損傷を受けにくい戸建て住宅など個人資産に対して、厳しい対応は求められていない。 

 1981年（S56）建築基準法の改正で新耐震設計基準が示され、それ以降、建築基準法で要

求している建築物の構造性能は、 

 

① 中地震（稀に発生する）に対して、建築物の機能を保持する。 

ここで、中地震とは、150Gal、震度 5弱程度で、建築物の存在続期間中に数回程度遭遇

する可能性のある地震のこと。 

 

② 大地震（極めて稀に発生する）に対して、建築物の架構に部分的なひび割れ等の損傷

が生じても、最終的に崩壊から人命の保護を図る。 

ここで、大地震とは、300Gal～400Gal、震度 6強～7程度で、数百年に一回程度発生す

る可能性のある地震のこと。 

 

となっている。 

 構造性能に求められている要求性能は上記の通りであるが、この要件を液状化の発生に

よって生じる建築物の損傷で解釈すると、例えば、1964年の新潟地震では、川岸町の鉄筋

コンクリート壁式構造の共同住宅が、液状化により支持力を失い転倒した。建築物の転倒

や倒壊は、人命も極めて危ない被害となるが、過去の地震において、液状化により戸建て

住宅が転倒や倒壊し、人命が損なわれた事例は発生していないため、厳しい対応が求めら

れてこなかったと考えられる。 

 以下、建築基準法関連、造成に関する法令・基準、日本建築学会の基準等をまとめた。 
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(1) 建築基準法・同施行令、告示 

建築基準法・同施行令および告示において、「地盤の許容応力度」、「基礎の沈下」、「液状

化の取り扱い」に関連する記述のあるものを表 2.2.1にまとめた。 

 

表 2.2.1 関連する建築基準法・同施行令および告示 

 

 

建築基準法・同施行令や告示が要求している性能は、有害な沈下変形がないことである

が、その明確な数値は示されていない。 
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(2) 造成に関する法令・基準等 

①都市計画法・同施行令 

 宅地造成における「液状化の取り扱い」に関連するものを表 2.2.2にまとめた。 

 

表 2.2.2 関連する都市計画法・同施行令 
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②宅地造成等規制法および関連基準 

 

表 2.2.3 関連する宅地造成等規制法および関連基準 

 

液状化の判定法については解説してあるが、許容値等の明確な数値は示されていない。 

平成 20年

改定 
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(3) 学会基準等 

日本建築学会の「基礎構造設計指針 2)」および「小規模建築物基礎設計指針 1)」では、表

2.2.4に示す通り、沈下の種類、基礎形式などの許容される値を示しており、沈下量がこの

程度以下になることを確認することとしている。 

沈下量の他、傾斜の発生により、使用性や機能性に問題が生じるため、表 2.2.5に示す

通り、傾斜角と障害の程度を示している。 

 

表 2.2.4 許容沈下量の参考値 1), 2) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2.2.5 傾斜角と機能的障害程度の関係 1) 

       

 

また、不同沈下の評価においては、単に計算結果だけの評価ではなく、現状の状況や過

去の障害事例を参考にするなどして総合的に判断することが大切としながらも、目安とし

て、表2.2.6の通り、障害が発生する傾斜角の概ね 1/2をその設計目標値として示している。 

 

 

（単位：cm） 
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表 2.2.6 不同沈下の設計目標値の参考値 1) 

             

 

2.2.2 既往研究の調査 

建築物、特に戸建て住宅における沈下や傾斜角に関する既往の研究について調査した。 

 

(1) 不同沈下に対する意識 

田村 3)は、軟弱地盤における住宅の沈下に関する調査結果を整理し、不同沈下量と地盤、

基礎の関係などを明らかにしている。その中で、不同沈下に関する居住者の意識調査の結

果を図 2.2.1の通りまとめている。 

調査は、長野県諏訪湖畔を軟弱地盤の一例として、軟弱地盤上の住宅 232 棟を対象とし

て実施している。 

 

     

図 2.2.1 不同沈下と居住者意識 3) 

 

図 2.2.1 では、不同沈下量の大きさが 40mm までは、不同沈下を意識する割合が 14%に

対して、不同沈下を意識しない割合が 75%と大きくなっている。したがって、不同沈下量

が 40mm 以下ではほとんど不同沈下を感じないと言える。一方、不同沈下量が 60mm を超

えると、不同沈下を意識する割合が 77%に対して、不同沈下を意識しない割合が 13%とな

り、居住者の大部分が不同沈下を意識している。 
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安田・橋本 4)、安田 5)、は、2000年鳥取県西部地震における安倍彦名団地での液状化被災

住宅の調査から、沈下量や傾斜角と復旧の関係をまとめ、傾斜角が 10/1000程度以上になる

と生活に支障が現れて水平化復元工事をせざるを得なかったことがわかったと報告してい

る。 

 

(2) 不同沈下と建物障害 

芳賀 6)は、木造建物においても他の構造物と同様に沈下量の計算を行うことが望ましいと

して、実測結果をもとに各種沈下量（変形角）と障害の関係を検討し、許容総沈下量を表

2.2.7に示す通り、提言している。 

 

表 2.2.7 木造建物の許容総沈下量 6)（単位：cm） 

沈下の種別 即時沈下 圧密沈下 

基礎形式 布 布 べ た 

標準値 

最大値 

1.5 

2.5 

2.5 

5.0 

2.5～（5.0） 

5.0～（10.0） 

注 1．（ ）は剛性の高いべた基礎の値 

注２．建物の傾斜は標準値で 1.5/1000、最大値で 3/1000以下 

 

この結果は、日本建築学会の小規模建築物基礎設計の手引き（1988）で示されている表

2.2.8の傾斜角に対応する最大沈下量を求めたものである。 

 

表 2.2.8 木造建物の不同沈下障害と変形角 
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伊奈ら 7)は、実態調査及び実大建物の沈下実験により、沈下と基礎及び上部構造の損傷や

使用上及び機能上の障害等の関係について分析している。その結果から、傾斜角の大きさ

と使用及び機能上の障害程度の関係を表 2.2.9 に、変形角の大きさと基礎及び上部構造の

損傷程度の関係を表 2.2.10 に、これらより戸建て住宅の沈下傾斜に関する限界値を表

2.2.11に示すように提案している。 

 

表 2.2.9 傾斜角と使用上機能上の障害程度の関係 7) 

     

 

表 2.2.10 変形角と損傷程度の関係 7) 
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表 2.2.11 戸建て住宅基礎の傾斜角と変形角の限界値 7) 

      

下限：一部（概ね 2割程度）の建物で著しい不具合が見られるレベル 

標準：多くの（5割を超える程度）の建物で著しい不具合が見られるレベル 

上限：大部分（概ね 7割程度）の建物で著しい不具合が見られるレベル 

 

表 2.2.11は、日本建築学会の小規模建築物基礎設計指針でも引用されており、この数値

から、沈下修正を必要とする目安（標準値）は傾斜角 6～8/1000、変形角 5/1000程度として

いる。 

 

(3) 不同沈下と健康障害 

傾斜角と健康障害については、日本建築学会の住まいづくり支援建築会議の復旧・復興

支援WG「液状化被害の基礎知識」において、これまでに報告された学術研究を調査し、床

の傾斜角と健康障害の対応を表 2.2.12の通りまとめている。なお、床の傾きだけではなく、

柱や壁の傾き、窓や窓の外に見える景色の傾きなどの視覚的刺激からも生理的・精神的影

響があるとしている。 
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表 2.2.12 床の傾斜角と健康障害 

傾斜角 

健康障害 文献 
度 

分数 
（ラジアン） ※/1000

0.29° 1/200 5/1000 傾斜を感じる。 藤井ら (1998)8) 

0.34° 1/167 6/1000 不同沈下を意識する。 藤井ら (1998)8) 

0.46° 1/125 8/1000 傾斜に対して強い意識，苦情の
多発。 藤井ら (1998)8) 

0.6° 
程度 1/100程度 10/1000 めまいや頭痛が生じて水平復元

工事を行わざるを得ない。 
安田・橋本 (2002)4)

安田 (2004) 5) 

～1° ～1/60 ～
16.7/1000

頭重感，浮動感を訴える人があ
る。 北原・宇野(1965)9)

1.3° 1/44 22.7/1000 牽引感，ふらふら感，浮動感な
どの自覚症状が見られる。 宇野・遠藤(1996)10)

1.7° 1/34 29.4/1000 半数の人に牽引感。 宇野・遠藤(1996)10)

2°～3° 1/30～1/20 33.3～
50/1000

めまい，頭痛，はきけ，食欲不
振などの比較的重い症状。 北原・宇野(1965)9)

4°～6° 1/15～1/10 66.7～
100/1000

強い牽引感，疲労感，睡眠障害
が現れ，正常な環境でものが傾
いて見えることがある。 

北原・宇野(1965)9)

7°～9° 1/8～1/6 125～
166.7/1000

牽引感，めまい，吐き気，頭痛，
疲労感が強くなり，半数以上で
睡眠障害。 

北原・宇野(1965)9)

日本建築学会：建築士のためのテキスト 小規模建築物を対象とした地盤・基礎より引用・

修正・追記 

 

上記の結果から、6/1000 を超えると不同沈下を意識し始め、8/1000 を超えると傾斜に対

して強く意識、10/1000 程度では、めまいや頭痛が生じており、健康障害から判断すると、

傾斜角の限界値は、8～10/1000程度と考えられる。 

 

(4) 地震による被災建物の被害程度の判定基準 

被災した建物を修復する場合において、修復工事に踏み切る要因や修復工法の選択は、

当然、かかる費用が優先される場合も考えられる。被災程度によって、義援金や支援され

る金額が異なるため、支援される金額が大きいほど修復工事に踏み切りやすくなるといっ

た要因もある。 
修復を支援するものとして、被災度判定に基づく義援金と地震保険の保険金がある。以

下に、それぞれ判定するための基準を示す。 
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内閣府による罹災証明のための被災度判定では、表 2.2.13の通りの判定基準を定めてい

る。 

 

表 2.2.13 基礎と柱が一体的に傾く不同沈下の場合 

四隅の柱の 
傾斜の平均 

※/1000 判定 備 考 

1/100以上，
1/60未満 10/1000～ 半 壊 

住家の損壊部分が延床面積の20%以上70%

未満のもの、または住家の主要な構成要素の

経済的被害を住家全体に占める損害割合で

表し、その住家の損害割合が20%以上50%未

満のもの。 

1/60以上，
1/20未満 16.7/1000～ 大規模半壊

住家の損壊部分が延床面積の50%以上70%

未満のもの、または住家の主要な構成要素の

経済的被害を住家全体に占める損害割合で

表し、その住家の損害割合が40%以上50%未

満のもの。 

1/20以上 50/1000～ 全 壊 

住家の損壊、焼失若しくは流失した部分の床

面積が延床面積の70%以上に達した程度の

もの、または住家の主要な構成要素の経済的

被害を住家全体に占める損害割合で表し、そ

の住家の損害割合が50%以上に達した程度

のもの。 

参考文献 内閣府：防災情報のページ 災害に係る住家の被害認定（2011 年 6 月 17 日閲
覧） 
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地震保険の損壊基準は、表 2.2.14の通りの判定基準を定めている。 

 
表 2.2.14 基礎と柱が一体的に傾く不同沈下の場合 

 
 

※/1000 判定 備 考 

0.2°以上，
0.5°未満 3.5/1000～ 一部損 主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額

が、時価の 3％以上 20％未満である損害 

0.5°以上，1°
未満 8.7/1000～ 半 損 主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額

が、時価の 20％以上 50％未満である損害 

1°以上 17.5/1000～ 全 損 主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額
が、時価の 50％以上である損害 

 
被災度判定では、10/1000 を超えると半壊、地震保険の損壊基準では、8.7/1000 を超える

と半損となり、いずれも被災した建物の傾斜角で概ね 10/1000を超えると被災程度が著しい

状態であると判定している。 

また、被災度判定では 16.7/1000、地震保険の損壊基準では 17.5/1000を超えると、それぞ

れ大規模半壊、全損と判定され、これらの値が部分的な修復で対応可能な限界と判断でき

る。 

 

2.2.3 液状化による被災住宅の沈下修復を実施した物件の沈下傾斜程度の調査 

東日本大震災で液状化により沈下傾斜した戸建て住宅が、どの程度の不同沈下量および

傾斜角で水平修復工事を実施しているかを調査することで、生活に支障を及ぼす傾斜角を

数値化した。 
 
(1) 調査の概要 

調査の方法は、水平修復工事を実施している会社に対して、アンケート形式で実施した。

アンケート調査票の配布先は、社団法人日本曳家協会の会員会社 51社と NPO法人住宅地

盤品質協会の会員会社 503社に対して行った。 

調査項目は、場所（住所）、建物構造、階数、用途、基礎の形式（布基礎、べた基礎）、

地盤補強（浅層混合処理工法、深層混合処理工法、杭工法、その他）の有無、被害程度（レ

ベル測量結果および最大傾斜角）、修復の方法（工法名）、費用など（図 2.2.2）。 
 

 

図 2.2.2 調査票 
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(2) 調査結果 

アンケートで収集できた水平修復工事を実施した 355棟の戸建て住宅の情報から、水平

修復工事を実施した住宅の傾斜角、不同沈下量と基礎形式に着目して整理した。 

 結果を、布基礎、べた基礎、地盤補強を実施している住宅に分けて、水平修復工事を実

施した住宅の傾斜角と不同沈下量の関係を図 2.2.3、2.2.4、2.2.5にまとめた。 

ここで、地盤補強を実施している住宅とは、常時の沈下防止を目的として、設計施工さ

れた浅層盤状改良（表層改良）工法、深層混合処理（柱状改良）工法、小口径鋼管杭工法

のことで、液状化対策として設計施工されたものではない。 

 水平修復工事を実施した建物の最大傾斜角と不同沈下量の関係には相関があり、住宅の

不同沈下量が、布基礎、べた基礎の建物で、80mm 程度、地盤補強していた建物で、70mm

程度を超えるあたりから多くなる傾向にあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.3 水平修復を実施した住宅の最大傾斜角と不同沈下量（布基礎） 
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図 2.2.4 水平修復を実施した住宅の最大傾斜角と不同沈下量（べた基礎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.5 水平修復を実施した住宅の最大傾斜角と不同沈下量（地盤補強） 
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 次に、水平修復工事を実施した住宅の最大傾斜角と件数を図 2.2.6、2.2.7、2.2.8 にま

とめた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.6 水平修復を実施した住宅の最大傾斜角と件数（布基礎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.7 水平修復を実施した住宅の傾斜角と件数（べた基礎） 
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図 2.2.8 水平修復を実施した住宅の傾斜角と件数（地盤補強） 

 

最大傾斜角においては、布基礎の建物で 8～10/1000、べた基礎の建物で 6～8/1000、地盤

補強していた建物で 6～8/1000を超えると水平修復工事を実施する傾向にあった。 

 

 

2.3 まとめ 

日本建築学会の基準では、小規模建築物基礎設計指針で、住宅の品質確保等促進法の技

術的基準値におけるレベル 3 相当の傾斜角 6/1000 が、傾斜を強く意識するとの伊奈ら 7)の

調査結果から、傾斜角の限界値を 6～8/1000としている。 

また、居住者の意識調査では、不同沈下量が 60～100mmで傾斜を意識しており、健康障

害の面では、6/1000で意識し始め、8/1000で強く意識し、10/1000ではめまいや頭痛により

水平修復を余儀なくされている。この結果を裏付けるように、水平修復工事を実施した建

物の調査結果は、不同沈下量で 80mm程度、平均傾斜角で 6～10/1000であった。 

罹災証明上の被災度判定および地震保険における損壊基準においては、いずれも 10/1000

程度を超えると半壊、半損として認定している。また、16.7/1000 程度を超えると大規模半

壊、全損と判断され、部分的な補修では対応が困難になる。 

これらの結果から、本研究開発における戸建て住宅の液状化対策のクライテリアは、 

 

・中地震動に対しては、有害な沈下変形を許容しない基礎構造とし、最大傾斜角では 10/1000、

不同沈下量では 80～100mmを超えないものとすることが妥当である。 
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・大地震動に対しては、ある程度の損傷は許容し、修復を容易にする基礎構造とし、最大

傾斜角は 16.7/1000とすることが妥当である。 

 

 ただし、最大傾斜角を許容値として設計することは、現状の設計方法からして極めて困

難である。このため、第３章において、現場調査による住宅の最大傾斜角とめり込み沈下

量の関係を示す。 
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